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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】凸部の白化が抑制され、且つ、化粧板への加工
後も優れた触感を示す化粧シート、及び、当該化粧シー
トを被着材に貼着してなる化粧板の提供。
【解決手段】基材シート１上に、樹脂を含む高さが１０
μｍ以上の凸部５が少なくとも形成されている化粧シー
ト１であって、凸部５は、平均粒子径が１２～４５μｍ
の有機粒子を１５～７５質量％含有する化粧シート１。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材シート上に、樹脂を含む凸部が少なくとも形成されている化粧シートであって、前
記凸部は、平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子を１５～７５質量％含有することを特
徴とする化粧シート。
【請求項２】
　前記樹脂を含む凸部の高さが１０μｍ以上である、請求項１に記載の化粧シート。
【請求項３】
　前記有機粒子が樹脂ビーズである、請求項１又は２に記載の化粧シート。
【請求項４】
　前記樹脂ビーズが、アクリルビーズ、ウレタンビーズ、ナイロンビーズ、及びスチレン
ビーズからなる群から選ばれる少なくとも1種である、請求項３に記載の化粧シート。
【請求項５】
　さらに絵柄模様層を有する、請求項１～４のいずれかに記載の化粧シート。
【請求項６】
　さらに透明性樹脂層を有し、基材シート上に前記絵柄模様層及び前記透明性樹脂層がこ
の順に積層されており、前記透明性樹脂層上に、前記樹脂を含む凸部が形成されている、
請求項５に記載の化粧シート。
【請求項７】
　前記絵柄模様層と、前記樹脂を含む凸部とが同調している、請求項５又は６に記載の化
粧シート。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の化粧シートを被着材に貼着してなる化粧板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧シート及び化粧板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な物品の表面には、意匠性を付与するために、化粧シートが積層されている
。例えば、建築物の壁面に用いられる壁装材や、床面に用いられる床用化粧材、家具等の
表面には、化粧シートが積層されて用いられている。
【０００３】
　上述のような物品の表面に積層される化粧シートには、立体的な意匠性や、優れた触感
を示すことが要求される。このような立体的な意匠性や、触感を示す化粧シートとして、
基材上に絵柄印刷層、透明樹脂層、及び厚盛り印刷による凸部が設けられ、凸部が絵柄印
刷層に同調している化粧材が提案されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００４】
　厚盛り印刷により凸部を形成する場合、凸部を形成するインキにシリカ、炭酸カルシウ
ム、水酸化アルミニウム等に代表される無機粒子を添加し、インキにチキソトロピック性
を付与することで、インキの転移性を上げるとともに、転移後のインキの変形を抑制し、
再現性よく繊細な形状の凸部を形成することが一般的に行われている。しかしながら、従
来の化粧シートの場合、チキソトロピック性を付与するために添加された無機粒子の影響
により、凸部が白化して透明性を失い、意匠感が損なわれるという問題があった。特に凸
部が絵柄模様層と同調した構成の化粧材の場合、白化した凸部によって下部に位置する絵
柄が濁って見えてしまい、絵柄模様層が本来有する意匠を大きく損なうという問題があっ
た。
【０００５】
　また、化粧シートを家具や床等の装飾に用いる場合、木質材をはじめとする各種の被着
材上に接着剤を介して化粧シートを積層後、加圧によって貼着し、化粧板に加工すること
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が一般的に行われている。しかしながら、化粧板への加工時に凸部を有する化粧シートが
加圧を受ける結果、凸部が変形し、化粧シートの状態で有していた触感が化粧板の状態で
は低下してしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－８６３１３号公報
【特許文献２】特開２０１３－１２３８６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、凸部の白化が抑制され、且つ、化粧板への加工後も優れた触感を示す化粧シ
ート、及び、当該化粧シートを被着材に貼着してなる化粧板を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、基材シート上に、樹脂を含む凸部が少なくとも形
成されている化粧シートにおいて、凸部が所定の平均粒子径を有する有機粒子を所定量含
有する構成とすることにより上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至
った。
【０００９】
　即ち、本発明は、下記の化粧シート及び化粧板に関する。
１．基材シート上に、樹脂を含む凸部が少なくとも形成されている化粧シートであって、
前記凸部は、平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子を１５～７５質量％含有することを
特徴とする化粧シート。
２．前記樹脂を含む凸部の高さが１０μｍ以上である、項１に記載の化粧シート。
３．前記有機粒子が樹脂ビーズである、項１又は２に記載の化粧シート。
４．前記樹脂ビーズが、アクリルビーズ、ウレタンビーズ、ナイロンビーズ、及びスチレ
ンビーズからなる群から選ばれる少なくとも1種である、項３に記載の化粧シート。
５．さらに絵柄模様層を有する、項１～４のいずれかに記載の化粧シート。
６．さらに透明性樹脂層を有し、基材シート上に前記絵柄模様層及び前記透明性樹脂層が
この順に積層されており、前記透明性樹脂層上に、前記樹脂を含む凸部が形成されている
、項５に記載の化粧シート。
７．前記絵柄模様層と、前記樹脂を含む凸部とが同調している、項５又は６に記載の化粧
シート。
８．項１～７のいずれかに記載の化粧シートを被着材に貼着してなる化粧板。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の化粧シートは、樹脂を含む凸部が少なくとも形成されており、凸部が所定の平
均粒子径を有する有機粒子を所定量含有する構成とすることにより、凸部の白化が抑制さ
れ、且つ、化粧板への加工後も優れた触感を示すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の化粧シートの層構成の一例を示す断面模式図である。
【図２】本発明の化粧シートの層構成の一例を示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の化粧シート及び化粧板について詳細に説明する。
【００１３】
　１．化粧シート
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　本発明の化粧シートは、基材シート上に、樹脂を含む凸部が少なくとも形成されており
、前記凸部が、平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子を１５～７５質量％含有すること
を特徴とする。
【００１４】
　上記特徴を有する本発明の化粧シートは、凸部が特定の平均粒子径の有機粒子を特定の
範囲の含有量で含有するので、凸部の白化が抑制されており、且つ、化粧板への加工後も
優れた触感を維持することができる。
【００１５】
　以下、化粧シートを構成する各層について説明する。なお、本明細書では、基材シート
から見て凸部が形成されている方向を「上」又は「おもて面」と称し、基材シートから見
て凸部が形成されている方向とは逆側を「下」又は「裏面」と称する。
【００１６】
　基材シート
　基材シートとしては限定されず、繊維質シート、プラスチック基材、金属基材、木質系
基材等を用いることができる。
【００１７】
　繊維質シートとしては、薄紙、紙間強化紙、含浸紙、チタン紙、コート紙、段ボール紙
、リンター紙、クラフト紙、上質紙等の公知の繊維質シートなどが利用できる。具体的に
は、壁紙用一般紙（パルプ主体のシートを既知のサイズ剤でサイズ処理したもの）；難燃
紙（パルプ主体のシートをスルファミン酸グアニジン、リン酸グアジニン等の難燃剤で処
理したもの）；水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等の無機添加剤を含む無機質紙
；上質紙；薄用紙；繊維混抄紙（パルプと合成繊維とを混合して抄紙したもの）などが挙
げられる。なお、本発明に使用される繊維質シートには、分類上、不織布に該当している
ものも包含される。
【００１８】
　プラスチック基材としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリ塩化ビ
ニル等の各種のプラスチックシート、フィルム等が使用できる。プラスチック基材は、着
色してある事が望ましい。金属基材としては、鋼板、アルミニウム、ステンレス等の上に
、着色剤のアンダーコートを行ったものを基材として製品化する事ができる。木質系基材
としては、合板、パーティクルボード、中密度ファイバーボード等が挙げられる。
【００１９】
　基材シートの坪量は限定的ではないが、２０～３００ｇ／ｍ2程度が好ましく、５０～
３００ｇ／ｍ2程度がより好ましく、５０～１３０ｇ／ｍ2程度が更に好ましい。
【００２０】
　凸部
　本発明の化粧シートは、基材シート上に樹脂を含む凸部が少なくとも形成されている。
本発明における凸部は、いわゆる盛上げ印刷層として、所望の意匠を表現するように盛上
げ印刷によって形成されることが好ましい。なお、本発明において、凸部とは、図１及び
２に示すような断面模式図において凸形状で示される形態であり、例えば、化粧シート表
面において円錐形や円柱形の突起が形成されている形態だけでなく、導管模様のような、
突起が線状に伸びて形成されている形態も含む。
【００２１】
　本発明の化粧シートの凸部の高さは、化粧板への加工後にも優れた触感を発現させる観
点から、好ましくは１０μｍ以上、より好ましくは１５μｍ以上である。また、凸部の高
さの好ましい上限は５０μｍであり、より好ましい上限は４０μｍである。凸部の高さの
上限を上記範囲とすることにより、本発明の化粧シートが優れた触感を示し、且つ、より
優れた耐擦傷性を示すことができる。なお、本明細書において、凸部の高さは、化粧シー
トの断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察し、５点の測定値の平均値として算出した
値である。
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【００２２】
　凸部を構成する樹脂は、凸部の変形を抑制し、所望の形状とする観点から、熱硬化型樹
脂、電離放射線硬化型樹脂（例えば、電子線硬化型樹脂）等の硬化型樹脂が好ましい。特
に電離放射線硬化型樹脂は、高い表面硬度、生産性等の観点から好ましい。
【００２３】
　熱硬化型樹脂としては、例えば、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂（２液硬
化型ポリウレタンも含む）、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、フェノール樹脂、尿
素樹脂、ジアリルフタレート樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、メラミン－尿素共縮
合樹脂、珪素樹脂、ポリシロキサン樹脂等が挙げられる。
【００２４】
　上記樹脂には、架橋剤、重合開始剤等の硬化剤、重合促進剤を添加することができる。
例えば、硬化剤としてはイソシアネート、有機スルホン酸塩等が不飽和ポリエステル樹脂
やポリウレタン樹脂等に添加でき、有機アミン等がエポキシ樹脂に添加でき、メチルエチ
ルケトンパーオキサイド等の過酸化物、アゾイソブチルニトリル等のラジカル開始剤が不
飽和ポリエステル樹脂に添加できる。
【００２５】
　熱硬化型樹脂で凸部を形成する方法は、例えば、熱硬化型樹脂の溶液をロールコート法
、グラビアコート法、グラビア印刷法、シルクスクリーン印刷法等の塗布法で塗布し、乾
燥・硬化させる方法が挙げられる。
【００２６】
　電離放射線硬化型樹脂は、電離放射線の照射により架橋重合反応を生じ、３次元の高分
子構造に変化する樹脂であれば限定されない。例えば、電離放射線の照射により架橋可能
な重合性不飽和結合又はエポキシ基を分子中に有するプレポリマー、オリゴマー及びモノ
マーの１種以上が使用できる。例えば、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレー
ト、エポキシアクリレート等のアクリレート樹脂；シロキサン等のケイ素樹脂；ポリエス
テル樹脂；エポキシ樹脂などが挙げられる。
【００２７】
　電離放射線としては、可視光線、紫外線（近紫外線、真空紫外線等）、Ｘ線、電子線、
イオン線等があるが、この中でも、紫外線及び／又は電子線が望ましい。
【００２８】
　紫外線源としては、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、ブラ
ックライト蛍光灯、メタルハライドランプ灯の光源が使用できる。紫外線の波長としては
、１９０～３８０ｎｍ程度である。
【００２９】
　電子線源としては、例えば、コッククロフトワルト型、バンデグラフト型、共振変圧器
型、絶縁コア変圧器型、直線型、ダイナミトロン型、高周波型等の各種電子線加速器が使
用できる。電子線のエネルギーとしては、１００～１０００ｋｅＶ程度が好ましく、１０
０～３００ｋｅＶ程度がより好ましい。電子線の照射量は、１～１５Ｍｒａｄ程度が好ま
しく、１～１０Ｍｒａｄ程度がより好ましく、３～５Ｍｒａｄ程度が更に好ましい。
【００３０】
　電離放射線硬化型樹脂は電子線を照射すれば十分に硬化するが、紫外線を照射して硬化
させる場合には、光重合開始剤（増感剤）を添加することが好ましい。
【００３１】
　ラジカル重合性不飽和基を有する樹脂系の場合の光重合開始剤は、例えば、アセトフェ
ノン類、ベンゾフェノン類、チオキサントン類、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル
、ミヒラーベンゾイルベンゾエート、ミヒラーケトン、ジフェニルサルファイド、ジベン
ジルジサルファイド、ジエチルオキサイト、トリフェニルビイミダゾール、イソプロピル
－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノベンゾエート等の少なくとも1種が使用できる。また、カチオ
ン重合性官能基を有する樹脂系の場合は、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族スルホ
ニウム塩、メタロセン化合物、ベンゾインスルホン酸エステル、フリールオキシスルホキ
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ソニウムジアリルヨードシル塩等の少なくとも１種が使用できる。
【００３２】
　光重合開始剤の添加量は特に限定されないが、一般に電離放射線硬化型樹脂１００質量
部に対して０．１～１０質量部程度である。
【００３３】
　電離放射線硬化型樹脂で凸部を形成する方法としては、例えば、電離放射線硬化型樹脂
の溶液をグラビアコート法、ロールコート法、グラビア印刷法、シルクスクリーン印刷法
等の塗布法で塗布し、必要により乾燥させた後、電離放射線の照射により硬化させればよ
い。
【００３４】
　凸部は、平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子を、凸部を形成する固形分中１５～７
５質量％含有する。上記有機粒子の含有量が１５質量％未満であると触感が不十分となる
他、凸部を形成する樹脂組成物のチキソトロピック性が不十分となり、厚盛り印刷による
凸部の形成が難しくなる。また、上記有機粒子の含有量が７５質量％を超えると、凸部が
白化し、意匠感を損なう。上記有機粒子の含有量は、３０～６０質量％が好ましい。
【００３５】
　有機粒子としては特に限定されないが、通常樹脂ビーズが用いられる。樹脂ビーズとし
ては、例えば、アクリルビーズ、ウレタンビーズ、ナイロンビーズ、スチレンビーズ等が
挙げられる。これらの中でも、凸部の白化の抑制、優れた触感の付与の他、凸部の耐傷性
を高める観点からは、アクリルビーズ又はウレタンビーズを用いることが好ましく、アク
リルビーズを用いることが特に好ましい。また、優れた触感の付与や、凸部の耐傷性を高
める観点からは、架橋型の樹脂ビーズを用いることが好ましい。架橋型の樹脂ビーズとし
ては、具体的には架橋型アクリルビーズ、架橋型ウレタンビーズ等が挙げられる。
【００３６】
　凸部が含有する上記有機粒子は、平均粒子径が１２～４５μｍである。上記有機粒子の
平均粒子径は、１５～３０μｍが好ましい。有機粒子の平均粒子径が１２μｍ未満である
と、優れた触感が得られない。また、有機粒子の平均粒子径が４５μｍを超えると、生産
安定性が低下し、再現性よく所望の形状の凸部を形成することが難しくなる。また、盛上
げ印刷によって凸部を形成する場合、インキの転移安定性の観点から、上記有機粒子の平
均粒子径は版深の１／２以下とすることが好ましい。なお、本明細書において、平均粒子
径は、レーザー回折・散乱法により測定される値である。
【００３７】
　凸部は、平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子以外の微粒子を、本発明の効果を損な
わない範囲で含有していてもよい。平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子以外の微粒子
としては、無機粒子や、平均粒子径が上記範囲以外の有機粒子が挙げられる。平均粒子径
が１２～４５μｍの有機粒子以外の微粒子の含有量は、凸部を形成する固形分中５質量％
以下とすることが好ましい。また、凸部は平均粒子径が１２～４５μｍの有機粒子以外の
微粒子を実質的に含有しないことが特に好ましい。
【００３８】
　（化粧シートの層構成）
　本発明の化粧シートは、基材シート上に、樹脂を含む凸部が少なくとも形成されていれ
ば、その具体的構成（層構成）については限定されない。例えば、基材シート上に、少な
くとも絵柄模様層及び透明性樹脂層が積層されており、透明性樹脂層上に、樹脂を含む凸
部が形成されている化粧シートが挙げられる。図１に本発明の化粧シートの層構成の上記
一例を示す。図１において、本発明の化粧シート１は、基材シート２上に、絵柄模様層３
、透明性樹脂層４がこの順に積層されており透明性樹脂層４上に樹脂を含む凸部５が形成
されている。また、本発明の化粧シートは、図２のように、基材シート２と絵柄模様層３
との間に、更に着色隠蔽層６が形成されていてもよい。
【００３９】
　以下、かかる層構成のシートを代表例として、各層について具体的に説明する。
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【００４０】
　絵柄模様層
　本発明の化粧シートは、必要に応じて絵柄模様層を形成してもよい。絵柄模様層は通常
、基材シートのおもて面側に設けられるが、透明性を有する基材シートを用いる場合は基
材シートの裏面側に設けてもよい。なお、本発明の化粧シートにおいては、絵柄模様層と
、上記凸部とが同調している構成とすることにより、より意匠性に優れた化粧シートとな
る。具体的には、図１及び図２に示されるように、絵柄模様層の絵柄が形成された部分に
凸部が同調した構成であってもよいし、逆に絵柄模様層の絵柄が形成されていない部分に
凸部が同調した構成であってもよい。
【００４１】
　絵柄模様層は、化粧シートに意匠性を付与する。絵柄模様としては、例えば木目模様、
石目模様、砂目模様、タイル貼模様、煉瓦積模様、布目模様、皮絞模様、幾何学図形、文
字、記号、抽象模様、草花模様等が挙げられ、目的に応じて選択できる。
【００４２】
　絵柄模様層は、例えば、絵柄模様を印刷することで形成できる。印刷手法としては、グ
ラビア印刷、フレキソ印刷、シルクスクリーン印刷、オフセット印刷等が挙げられる。印
刷インキとしては、着色剤、結着材樹脂、溶剤を含む印刷インキが使用できる。これらの
インキは公知又は市販のものを使用してもよい。
【００４３】
　着色剤としては特に限定されず、公知の無機顔料又は有機顔料を用いることができる。
無機顔料としては、例えば、酸化チタン、亜鉛華、カーボンブラック、黒色酸化鉄、黄色
酸化鉄、黄鉛、モリブデートオレンジ、カドミウムイエロー、ニッケルチタンイエロー、
クロムチタンイエロー、酸化鉄（弁柄）、カドミウムレッド、群青、紺青、コバルトブル
ー、酸化クロム、コバルトグリーン、アルミニウム粉、ブロンズ粉、雲母チタン、硫化亜
鉛等が挙げられる。また、有機顔料としては、例えば、アニリンブラック、ペリレンブラ
ック、アゾ系（アゾレーキ、不溶性アゾ、縮合アゾ）、多環式（イソインドリノン、イソ
インドリン、キノフタロン、ペリノン、フラバントロン、アントラピリミジン、アントラ
キノン、キナクリドン、ペリレン、ジケトピロロピロール、ジブロムアンザントロン、ジ
オキサジン、チオインジゴ、フタロシアニン、インダントロン、ハロゲン化フタロシアニ
ン）等が挙げられる。顔料の含有量は、樹脂成分１００質量部に対して１０～１００質量
部程度が好ましく、１５～５０質量部程度がより好ましい。
【００４４】
　結着材樹脂は、基材シートの種類に応じて設定できる。例えば、アクリル系樹脂、スチ
レン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、塩素化ポリオレフィン系樹脂、塩化
ビニル－酢酸ビニル共重合体系樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、アルキド系樹脂、石油
系樹脂、ケトン樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹
脂、繊維素誘導体、ゴム系樹脂等が挙げられる。
【００４５】
　溶剤（又は分散媒）としては、例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、トルエン、キ
シレン、エチルベンゼン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の石油系有機溶剤；
酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸－２－メトキシエチル、酢酸－２－エトキシエチル等のエ
ステル系有機溶剤；メチルアルコール、エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、エチレングリコール、プロピレング
リコール等のアルコール系有機溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチル
ケトン、シクロヘキサノン等のケトン系有機溶剤；ジエチルエーテル、ジオキサン、テト
ラヒドロフラン等のエーテル系有機溶剤、；ジクロロメタン、四塩化炭素、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン等の塩素系有機溶剤；水などが挙げられる。これらの溶剤
（又は分散媒）は、単独又は混合物の状態で使用できる。
【００４６】
　絵柄模様層の厚みは、絵柄模様の種類より異なるが、一般には０．１～２０μｍ程度と
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することが好ましい。
【００４７】
　透明性樹脂層
　本発明の化粧シートは、絵柄模様層上に艶調整等を目的として、透明性樹脂層を形成し
てもよい。透明性樹脂層は、透明性のものであれば特に限定されず、無色透明、着色透明
、半透明等のいずれも含む。前記透明性樹脂層を構成する樹脂としては、例えば、フェノ
ール樹脂、尿素樹脂、ジアリルフタレート、メラミン樹脂、グアナミン樹脂、不飽和ポリ
エステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アミノアルキッド樹脂、メラミン－尿
素共縮合体、珪素樹脂、ポリシロキサン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテ
レフタレート、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・酢酸ビニル共重
合体、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸エステル共重合体、アイオ
ノマー、ポリメチルペンテン、アクリル酸エステル、メタアクリル酸エステル、ポリカー
ボネート、セルローストリアセテート等を挙げることができる。また、上述の電離放射線
硬化型樹脂を用いてもよい。これら樹脂は単独で又は２種以上を組み合わせて用いること
ができる。
【００４８】
　透明性樹脂層には、艶調整の為に、シリカ、アルミナ、カオリン等の微粒子、ウレタン
ビーズ、アクリルビーズ等のビーズを添加してもよい。
【００４９】
　なお、透明性樹脂層は、透明性を有する限り着色されていても良いが、特に着色剤を配
合しない方が望ましい。
【００５０】
　透明性樹脂層の厚みは、通常は５～５０μｍ程度であるが、化粧シートの用途等に応じ
て上記範囲を超えてもよい。
【００５１】
　着色隠蔽層
　基材シート上には、必要に応じて着色隠蔽層を形成してもよい。着色隠蔽層は、基材シ
ート上に全面ベタ印刷層として形成される。着色隠蔽層は、例えば、顔料及び結着材樹脂
を含む層とすることができる。この着色隠蔽層は、例えば、着色材、結着材樹脂、溶剤を
含む印刷インキを使用し、グラビア印刷、フレキソ印刷、シルクスクリーン印刷、オフセ
ット印刷等の既知の印刷法により形成できる。これらのインキは公知又は市販のものを使
用してもよい。
【００５２】
　着色材、結着剤樹脂及び溶剤は、上述の絵柄模様層に用いられるものを用いることがで
きる。また、着色隠蔽層の厚みは、１～１０μｍ程度が好ましい。
【００５３】
　プライマー層
　基材シート、着色隠蔽性、絵柄模様層又は透明性樹脂層の上には、凸部との密着性を向
上させること等を目的として、必要に応じてプライマー層を形成してもよい。
【００５４】
　プライマー層に含有される樹脂としては、例えば、アクリル、塩化ビニル－酢酸ビニル
共重合体、ポリエステル、ポリウレタン、塩素化ポリプロピレン、塩素化ポリエチレン等
を使用することができるが、特にアクリル、塩素化ポリプロピレン等が望ましい。
【００５５】
　アクリルとしては、例えば、ポリ（メタ）アクリル酸メチル、ポリ（メタ）アクリル酸
エチル、ポリ（メタ）アクリル酸プロピル、ポリ（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）ア
クリル酸メチル－（メタ）アクリル酸ブチル共重合体、（メタ）アクリル酸エチル－（メ
タ）アクリル酸ブチル共重合体、エチレン－（メタ）アクリル酸メチル共重合体、スチレ
ン－（メタ）アクリル酸メチル共重合体等の（メタ）アクリル酸エステルを含む単独又は
共重合体からなるアクリル樹脂が挙げられる。
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【００５６】
　ポリウレタンとはポリオール（多価アルコール）を主剤とし、イソシアネートを架橋剤
（硬化剤）とする組成物である。
【００５７】
　ポリオールとしては、分子中に２個以上の水酸基を有するもので、例えば、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール、アクリルポリオール、ポリエステルポリオー
ル、ポリエーテルポリオール等が用いられる。
【００５８】
　また、イソシアネートとしては、分子中に２個以上のイソシアネート基を有する多価イ
ソシアネートが用いられる。例えば、２－４トリレンジイソシアネート、キシレンジイソ
シアネート、４－４ジフェニルメタンジイソシアネート等の芳香族イソシアネート、或い
はヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水素添加トリレンジ
イソシアネート、水素添加ジフェニルメタンジイソシアネート等の脂肪族（又は脂環族）
イソシアネートが用いられる。
【００５９】
　プライマー層の厚さは限定的ではないが、０．１～１０μｍ程度が好ましく、０．１～
５μｍ程度がより好ましい。
【００６０】
　裏面プライマー層
　基材シートの裏面（凸部が形成される面とは反対側の面）には、必要に応じて、裏面プ
ライマー層を設けてもよい。裏面プライマー層は、本発明の化粧シートと被着材とを積層
して化粧板を作製する際に効果的である。
【００６１】
　裏面プライマー層は、公知のプライマー剤を基材シートに塗布することにより形成でき
る。プライマー剤としては、例えば、アクリル変性ウレタン樹脂（アクリルウレタン系樹
脂）等からなるウレタン樹脂系プライマー剤、ウレタン－セルロース系樹脂（例えば、ウ
レタンと硝化綿の混合物にヘキサメチレンジイソシアネートを添加してなる樹脂）からな
るプライマー剤、アクリルとウレタンのブロック共重合体からなる樹脂系プライマー剤等
が挙げられる。プライマー剤には、必要に応じて、添加剤を配合してもよい。添加剤とし
ては、例えば、炭酸カルシウム、クレー等の充填剤、水酸化マグネシウム等の難燃剤、酸
化防止剤、滑剤、発泡剤、紫外線吸収剤、光安定剤などが挙げられる。添加剤の配合量は
、製品特性に応じて適宜設定できる。
【００６２】
　プライマー剤の塗布量は特に限定されないが、通常０．１～１００ｇ／ｍ2程度、好ま
しくは０．１～５０ｇ／ｍ2程度である。また、裏面プライマー層の厚みは特に限定され
ないが、通常０．０１～１０μｍ程度、好ましくは０．１～１μｍ程度である。
【００６３】
　２．化粧板
　上記化粧シートを被着材上に貼着することにより、化粧板とすることができる。被着材
は、限定的でなく、公知の化粧板に用いられるものと同様のものを用いることができる。
上記被着材としては、例えば、木質材、金属、セラミックス、プラスチックス、ガラス等
が挙げられる。特に、上記化粧シートは、木質材に好適に使用することができる。木質材
としては、具体的には、杉、檜、欅、松、ラワン、チーク、メラピー等の各種素材から作
られた突板、木材単板、木材合板、パーティクルボード、中密度繊維板（ＭＤＦ）、チッ
プボード、又はチップボードが積層された複合基材等が挙げられる。上記木質材としては
、木材合板、パーティクルボード、中密度繊維板（ＭＤＦ）を用いることが好ましい。
【００６４】
　化粧シートを被着材上に貼着する方法は限定的でないが、被着材上に接着剤を介して化
粧シートを積層後、加圧する方法等が通常採用される。接着剤は、被着材の種類等に応じ
て公知の接着剤から適宜選択すればよい。例えば、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、塩
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化ビニル－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、アイオノマー等のほか
、ブタジエン－アクリロニトリルゴム、ネオプレンゴム、天然ゴム等が挙げられる。これ
ら接着剤は、単独で又は２種以上を組み合わせて用いる。
【００６５】
　このようにして製造された化粧板は、例えば、壁、天井、床等の建築物の内装材；バル
コニー、ベランダ等の外装材；窓枠、扉、手すり等の建具の表面化粧板や家具；又は弱電
、ＯＡ機器等のキャビネットの表面化粧板等に用いることができる。
【００６６】
　３．化粧シートの製造方法
　化粧シートの製造方法としては、例えば、基材シートの上に少なくとも樹脂を含む凸部
を形成する製造方法が挙げられる。
【００６７】
　熱硬化型樹脂で凸部を形成する方法は、例えば、熱硬化型樹脂の溶液をロールコート法
、グラビアコート法等の塗布法で塗布し、乾燥・硬化させる方法が挙げられる。また、電
離放射線硬化型樹脂で凸部を形成する方法としては、例えば、電離放射線硬化型樹脂の溶
液をグラビアコート法、ロールコート法等の塗布法で塗布し、電離放射線を照射する方法
が挙げられる。
【００６８】
　本発明の化粧シートが着色隠蔽層、絵柄模様層、プライマー層及び透明性樹脂層を有す
る場合には、これらの層を形成するための樹脂組成物を、グラビア印刷、フレキソ印刷、
シルクスクリーン印刷、オフセット印刷等の既知の印刷法により塗布して形成した後、最
表面層上に凸部を形成すればよい。
【実施例】
【００６９】
　以下に実施例及び比較例を示して本発明を具体的に説明する。但し、本発明は実施例に
限定されない。
【００７０】
　実施例１～６、及び比較例１、２
（化粧シートの作製）
　基材シートとして、米秤量３０ｇ／ｍ2の建材用一般紙を用意し、その片面にアクリル
樹脂をバインダーとし、チタン白、弁柄、黄鉛を着色剤とするインキを用いて全面ベタ層
をグラビア印刷にて施して着色隠蔽層とした。その上にニトロセルロース樹脂とアルキド
樹脂をバインダーとし、弁柄を主成分とする着色剤を含有するインキを用いて、木目模様
の絵柄模様層をグラビア印刷にて形成した。着色隠蔽層、及び絵柄模様層の厚みはそれぞ
れ７μｍ、４μｍとした。
【００７１】
　次いで、主剤としてアクリルポリオール樹脂、硬化剤としてトリレンジイシシアネート
及びヘキサメチレンジイソシアネート、艶消し剤としてシリカ粒子を含有した２液硬化型
アクリルウレタン樹脂組成物を調製し、全面にグラビア印刷して透明性樹脂層を形成した
。透明性樹脂層の厚みは１０μｍとした。
【００７２】
　次いで、主剤としてアクリルポリオール樹脂、硬化剤としてヘキサメチレンジイソシア
ネート、及び表１に示す微粒子を含有した２液硬化型アクリルウレタン樹脂組成物を調製
し、絵柄模様層の木目模様の導管部分に同調するパターンを有する版深９０μｍのグラビ
ア版を用いた盛上げ印刷により塗工して凸部を形成した。
【００７３】
　最後に、７０℃で２４時間の養生を行い、化粧シートを得た。
（化粧板の作製）
　厚さ２．５ｍｍの中密度繊維板（ＭＤＦ）の一方の面に酢酸ビニル系の接着剤（中央理
化工業（株）製：リカボンドＢＡ－１０Ｌ（１００重量部）に対してＢＡ－１１Ｂ（２．
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５重量部）を添加した接着剤）をロールコート法にて乾燥後に５５ｇ／ｍ2となるように
塗工し、上記化粧シートの基材シート側の面が接着剤の塗工面と対向するように積層した
。次いで、４０℃、１４７０ｋＰａの条件で３０秒間のプレス加工を行い、ＭＤＦ上に化
粧シートを貼着した。最後に室温で２４時間の養生を行い、化粧板を得た。
【００７４】
　上記実施例及び比較例の化粧シート及び化粧板について、下記評価を行った。
【００７５】
　凸部の高さ
　化粧シートの断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察して凸部の高さを測定し、５点
の平均値を算出した。結果を以下の基準に従い、表１に示す。
３：１５μｍ以上
２：１０μｍ以上１５μｍ未満
１：１０μｍ未満
　触感
　化粧シート及び化粧板の表面を手で触って触感を判定し、下記評価基準に従って評価し
た。結果を表１に示す。
３：立体感をはっきりと感じられ、質感の高い触感が得られた。
２：立体感が感じられた。
１：立体感が乏しく、触感が平面的であった。
【００７６】
　白濁感
　蛍光灯（パナソニック（株）製　演色AA昼光色、Ｄ６５００Ｋ）の光源下にて、化粧板
の凸部を目視で確認し、下記評価基準に従って評価した。結果を表１に示す。
３：白濁感が無く、意匠感が良好であった。
２：白濁感が軽微で、意匠感をあまり損なわなかった。
１：白濁感が大きく、意匠感を損ねるものであった。
【００７７】
【表１】

【符号の説明】
【００７８】
１．化粧シート
２．基材シート
３．絵柄模様層
４．透明性樹脂層
５．樹脂を含む凸部
６．着色隠蔽層



(12) JP 2016-203432 A 2016.12.8

【図１】

【図２】



(13) JP 2016-203432 A 2016.12.8

10

フロントページの続き

(72)発明者  伊勢森　雄一
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内
(72)発明者  西野　嘉和
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内
(72)発明者  中井　康介
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内
(72)発明者  吉井　信裕
            東京都新宿区市谷加賀町一丁目１番１号　大日本印刷株式会社内
Ｆターム(参考) 4F100 AA21  AK01B AK01D AK12B AK25  AK25B AK41  AK48B AK51  AK51B
　　　　 　　        AP03  AS00C AT00A BA02  BA04  BA05  BA07  BA10A BA10B CA13 
　　　　 　　        DD03B DE01B DG10  EH46  EJ98  GB08  HB00B HB00C HB01  HB35 
　　　　 　　        JN01D JN28  YY00B


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

